
第１２回燕市都市計画審議会 次第

日 時 平成２９年３月２７日（月）

午後３時～

会 場 吉田産業会館 １階 第一会議室

１．開 会

２．あいさつ

３．委員自己紹介

４．会長及び副会長の選任について

５．報告事項

報告第１号 立地適正化計画の居住誘導区域、都市機能誘導区域（素案）について

６．その他

７．閉 会



氏　　名 性別 役　職　名

櫻　井　甚　一 男 新潟県議会議員

三　部　正　哉 男 三部正哉司法書士事務所

樋　口　　　秀 男
長岡技術科学大学大学院

環境社会基盤工学専攻　准教授

山　﨑　雅　男 男 産業建設常任委員長

塙　　　　豊 男 産業建設常任委員

渡　邉　広　宣 男 産業建設常任委員

宮　野　　　岳 男
三条地域振興局
地域整備部長

有　木　祐　二 男
三条地域振興局
農業振興部長

長谷川　　　治 男 燕市農業委員会長

田　野　隆　夫 男 燕商工会議所会頭

池　田　　　弘 男
日本金属ハウスウェア
工業組合理事長

齋　藤　新　一 男 JA越後中央吉田支店長

白　井　文　司 男
西蒲原土地改良区
南地区担当理事

丸　山　朝　子 女 主　婦

小　林　理恵子 女 主　婦

山　田　直　子 女 主　婦

※　条例定数１６名　　現在委員数１６名

燕市都市計画審議会委員名簿

任期　平成２８年５月１日～平成３０年４月３０日
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○燕市都市計画審議会条例

平成 18 年 3 月 20 日

条例第 164 号

(設置)

第 1 条 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 77 条の 2 第 1 項の規定に基

づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の

諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、燕市都市計画審議

会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第 2 条 審議会は、委員 16 人をもって組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運

営の基準を定める政令(昭和 44 年政令第 11 号)第 3 条第 1 項及び第 2 項に規

定する者のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第 3 条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨

時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干

人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は

その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第 4 条 審議会に会長及び副会長各 1 人を置き、会長は学識経験のある者に

つき任命された委員のうちから委員の選挙によって、副会長は委員の互選に

よって選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第 5 条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の 2 分の 1 以上が出席しな

ければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第 6 条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(雑則)

第 7 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成 18 年 3 月 20 日から施行する。
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平成 28 年度 

燕市立地適正化計画策定 

第 12 回燕市都市計画審議会 資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 3 月 27 日 

燕市 都市整備部 都市計画課 
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１－１ 「立地適正化計画」の目的・意義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 「立地適正化計画」のイメージ（資料：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ 計画の内容 

（１）計画の位置づけ 

燕市立地適正化計画は、上位計画となる第２次燕市総合計画等との整合を図りつつ、燕市都市計画マ

スタープランを具体化して将来都市像の実現を目指すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の記載事項 

 

 

 

 

 

 

（３）目標年次 

概ね 20 年後の都市の姿を展望した上で、必要となる都市機能、居住を誘導すべき区域などについて

検討します。概ね５年ごとに評価を行い、必要に応じて適宜見直しを行います。見直しは、都市計画マ

スタープランの見直しと併せて実施することが理想的です。 
 

（４）検討の経過 

 

 

  

「立地適正化計画」の目的・意義 

■都市再生特別措置法に基づく、都市における居住、都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括

的なマスタープラン（市町村都市計画マスタープランの「高度化版」）。 
■医療・福祉・子育て支援・商業施設等や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする全ての住民

が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の

構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の都市構造を形成していくための計画。 

コンパクトシティをめぐる誤解 

一極集中 

市町村内の、最も大きな拠点（ターミナル

駅周辺等）１箇所に、全てを集約させる。 

全ての人口を集約 

全ての居住者（住宅）を一定のエリアに集

約させる。 

≪Ｈ２８年度の検討内容≫ 

・将来人口推計と将来見通しに

おける都市構造上の課題を分

析した上で、まちづくりの方

針を設定する他、居住誘導区

域、都市機能誘導区域、誘導

施設等の素案について検討。 

≪Ｈ２９年度の検討内容≫ 

・H28年度の検討内容を精査。 

↓ 

・目標値や評価方法等について

の検討を行い、立地適正化計

画（素案）を作成し、説明会、

パブコメ、都計審等を経て計

画を策定。 

１．立地適正化計画制度の概要 

【9,311ha(燕弥彦都計)】 

【1,864ha】 

強制的な集約 

居住者や住宅を強制的に短期間で集約させ

る。 

■必ず定める事項 

・立地適正化計画の区域（＝都市計画区域） 

・立地の適正化に関する基本方針 

・居住誘導区域の設定と誘導施策 

・都市機能誘導区域の設定と誘導施策 

・誘導施設と整備事業等 

第２次燕市総合計画 

（7年後の将来像を定めた計画） 

計画期間：平成 28 年度～34 年度 
 

燕市総合戦略 

（実効性に特化した戦略的な計画） 

計画期間：平成 27 年度～31 年度 
 

整合 

燕市都市計画マスタープラン 
（平成 22年 3月） 

計画期間：平成 22 年度～37 年度 

燕市立地適正化計画 
（平成 30年 3月策定予定） 

拠点連携型 
中心的な拠点だけではなく、旧町村の役場周辺等の生

活拠点も含めた、多極ネットワーク型のコンパクト化

を目指す。 

・庁内関係各課で政策的な課題を共有した

上で、まちづくりの方針（ターゲット）と

課題解決に向けた施策、誘導方針（ストー

リー）を明確にし、その実現に向けて必要

となる誘導施設や区域の設定を行うこと

が必要。 

「立地適正化計画」の背景 

■地方都市では、市街地が拡散する中、人口減少や少子高齢化が進んでおり、生活サービスの低下が懸念さ

れます。また、老朽化した公共施設の維持管理が厳しい財政状況を圧迫しています。このため、高齢者や

子育て世代等の健康で快適な生活環境の実現や、財政上持続可能な都市の経営が強く求められています。 

全ての人口の集約を図るものではない 

既存の集落やコミュニティを否定するものではない。

農山村部や里地里山の保全は必要。 

緩やかな誘導による集約 

インセンティブを活用し、時間をかけながら居住の集

約化を誘導。 


































